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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
災
害
救
助
法
の
適
用
（
四
九
二
・
総
合
防
災
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
四
九
三
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
山
本
地
域
振
興

局
総
務
企
画
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
山
本
地
域
振
興

局
総
務
企
画
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
五
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

平
成
十
九
年
九
月
十
七
日
発
生
の
台
風
十
一
号
及
び
前
線
に
よ
る
大
雨
に

か
か
る
災
害
に
関
し
、
九
月
十
七
日
か
ら
能
代
市
の
区
域
に
お
い
て
災
害
救

助
法
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
長
い
ス
プ
ー
ン

三
　
代
表
者
の
氏
名

泰
　
松
　
浩
　
洋

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
湯
沢
市
材
木
町
一
丁
目
二
番
二
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
就
労
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
目
指
す
知
的
障
害

者
に
対
す
る
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
し
て
、
住
居
と
自
立
に
必
要

な
生
活
支
援
を
提
供
し
、
あ
わ
せ
て
地
域
社
会
に
知
的
障
害
者
の
就
労
に

対
す
る
理
解
を
求
め
つ
つ
共
生
社
会
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
購
入
予
定
数
量

凍
結
抑
制
剤
　
三
千
四
百
ト
ン

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
（
月
）
ま
で

（四）

納
入
場
所

別
途
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る

資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を
次
の
場
所
へ
平
成
十
九
年
十
月

二
十
五
日
（
木
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇

―
二
七
四
〇
）

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
六
―
〇
八
一
五
　
能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
（
電
話
番
号
〇
一
八
五
―
五

二
―
六
八
二
九
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
十

月
五
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す

る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
（
金
）
午
前
十
時

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
　
三
階
　
大
会
議
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
と
す
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

告
　
　
　
　
　
　
示

公
　
　
　
　
　
　
告

売

り

さ

ば

き

人

の

住

所

及

び

氏

名

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字

栄
町
六
十
八
番
地
の
一

近
　
藤
　
　
　
克

売
り
さ
ば
き
場
所

男
鹿
市
船
川
港
船
川

字
栄
町
六
十
八
番
地

の
一

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
九
月
二

十
七
日
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２

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
小
数
点
以
下
第
四
位
ま
で
の
金
額
）
を

も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
購
入
予
定
数
量

凍
結
抑
制
剤
　
三
十
ト
ン

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
（
月
）
ま
で

（四）

納
入
場
所

別
途
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る

資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を
次
の
場
所
へ
平
成
十
九
年
十
一

月
五
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇

―
二
七
四
〇
）

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
六
―
〇
八
一
五
　
能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
（
電
話
番
号
〇
一
八
五
―
五

二
―
六
八
二
九
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
十

月
五
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す

る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
（
金
）
午
前
十
時

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
　
三
階
　
大
会
議
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
と
す
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
小
数
点
以
下
第
四
位
ま
で
の
金
額
）
を

も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
峰
浜
村
大
沢
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
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十
月
五
日
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山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
塙
字
上
才
神
二
十
八
番
地
　
　
　
　
白
鳥
　
正
幸

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
横
内
家
下
五
十
二
番
地
　
　
　
白
鳥
　
金
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
二
十
九
番
地
　
　
　
藤
嶋
　
康
忠

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
坂
形
字
上
強
坂
二
十
五
番
地
　
　
　
川
村
　
一
則

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
畑
谷
字
川
端
百
二
十
番
地
一
　
　
　
佐
々
木
一
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
七
十
四
番
地
　
　
　
　
後
藤
　
祐
誠

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
十
一
番
地
　
　
　
　
後
藤
　
国
夫

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
坂
形
字
強
坂
三
十
三
番
地
　
　
　
　
鈴
木
　
清
美

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
十
三
番
地
二
　
　
　
　
伊
藤
　
勝
美

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
塙
字
豊
後
長
根
百
四
十
番
地
　
　
　
水
木
　
壽
保

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
百
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十
三
番
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高
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高
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禮
一

〃
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峰
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小
手
萩
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狭
台
九
番
地
八
　
　
　
日
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勝
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〃
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峰
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番
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番
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〃
　
　
〃
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十
九
番
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藤
嶋
　
康
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〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
坂
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字
上
強
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二
十
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番
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川
村
　
一
則

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
畑
谷
字
川
端
百
二
十
番
地
一
　
　
　
佐
々
木
一
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
七
十
四
番
地
　
　
　
　
後
藤
　
祐
誠

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
十
一
番
地
　
　
　
　
後
藤
　
国
夫

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
坂
形
字
強
坂
三
十
三
番
地
　
　
　
　
鈴
木
　
清
美

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
八
番
地
　
　
　
　
　
　
中
川
　
睦
雄

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
塙
字
長
漕
八
十
四
番
地
四
　
　
　
　
水
木
　
勝
也

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
坊
沢
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
白
鳥
　
鉄
永

〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
畑
谷
字
川
端
百
十
四
番
地
一
　
　
　
佐
々
木
繁
夫

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
塙
字
長
漕
八
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四
番
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勝
也

〃
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番
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三
　
　
藤
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昌
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〃
　
　
〃
　
　
峰
浜
畑
谷
字
川
端
百
十
四
番
地
一
　
　
　
佐
々
木
繁
夫

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
五
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
五
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
　
太
　
田
　
宥
　
子
　

一
　
日
時
　
平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
　
午
後
二
時

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
案

（二）

秋
田
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（三）

秋
田
県
立
図
書
館
協
議
会
委
員
の
任
命

（四）

そ
の
他

教

育

委

員

会

告

示
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